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           2007年 9月 14日 
 

JAB P204-2007D2R1に対するコメント 

No. コメント提出者（敬称略） 条項No. 行
No. 

コメン
ト区分 コメント内容 提案 JAB事務局対応案 

（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 
1 日本検査キュー

エイ株式会社 
 

標題 － T 標題の「第三者認証システ

ムの類型」は、製品認証以

外も含まれると誤解され

るため、製品認証に限定さ

れる標題に改めるべきで

ある。 

 ○：採用 
「第三者製品認証システムの類型」に変更し

ます。 

2 (社)日本内燃力

発電設備協会 

序文 ３ 行

目 
Ｇ (1)「JIS Q0067規格をそ

の「序文」も含めて変更す

ることなく採用する。」と

明記されているが、「付表

１」しか採用されていない

。 

(2)「付表１」の「製品認
証システム」の説明がな

く、この規格のみでは分か

らない。 

(1) JIS規格の全てを採用し
ないのであれば、「序文」の文

言は変更すべきである。 

 

 

(2) 改定前の JAB P204 規格
のように、「付表１」の「製品

認証システム」の説明を明記

し、JAB P204規格だけでも分
かる内容とすべきである。 

×：不採用 
序文にあるように本文書は JIS Q 0067をそ
のまま採用しています。ただし、著作権の関

係から全文を本文書に取り込むことができ

ないため、引用の形としています。そのため、

JIS Q 0067の表 1を修正した付表 1のみを
P204に含めました。 
付表 1 に掲げられている製品認証システム
の説明は JIS Q 0067に記述されているとお
りです。 

3 (社)日本内燃力

発電設備協会 
1.2 
(付表 1) 

注 d Ｇ 注dの（3.2の備考2. 参照）
の内容が不明 

参照する引用文献を特定する

ため、「JIS Q 0067規格 3.2の
備考 2. 参照」と明記すべきで
ある。 

○：採用 
「（JIS Q 0067 3.2の備考 2. 参照）」のよう
に変更します。 
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No. コメント提出者（敬称略） 条項No. 行
No. 

コメン
ト区分 コメント内容 提案 JAB事務局対応案 

（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 
4 (社)日本内燃力

発電設備協会 
1.2 
(付表1) 

注 e Ｇ 注 e の「参考文献［17］」
の内容が不明 

「参考文献［17］」を特定する
ため、「JIS Q 0067規格の参考
文献［17］」と明記すべきであ
る。 

○：採用 
「JIS Q 0067参考文献［17］」のように変更
します。 

 


